
特定子ども・子育て支援施設等の公示について子ども・子育て支援法第 58 条の 2 の規定により確認した特定子ども・子育て支援施

設等について、次のとおり公示します。 

確認を行った特定子ども・子育て支援施設等一覧 

 
※預かり保育の要件は、平日８時間（教育時間を含む）、年間（平日・⾧期休業中・休日の合計）２００日以上実施予定である。（預かり保育の要件を満たしている施設利用者は、認可外保育施設等を利用した

場合、無償化の対象とはならない。） 

 

預かり保育を実施していない幼稚園等 

ＮＯ 施設名 施設の所在地 設置者 

1 ひまわり幼稚園 西条市氷見乙６３９－２ 西条市 

2 多賀幼稚園 西条市北条１５０４ 西条市 

3 小松幼稚園 西条市小松町新屋敷甲２２１０－１ 西条市 

4 国安こども園 西条市国安１７８－1 西条市 

5 東予南こども園 西条市石田３９７－１ 西条市 

6 河北こども園 西条市三芳３００－２ 西条市 


